
総合見直しのスケジュールについて
・総合見直し期間中は全体的な見直しを行うことから、農振青地の除外・編入の申請受付を一時休止
します。除外・編入の申請をご検討の方はお早目にご相談ください。

除外・編入の

申請締切
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申請受付ができない期間
R8.4.1～R9.3.31まで（12か月間）

受付再開

※農振青地からの除外、農振青地への編入には一定の要件を満たす必要があるため、
必ず希望どおりになるとは限りませんのでお含みおきください。

木島平村産業課農林係
〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6
Tel:0269-82-3111/Fax:0269-82-4121/Mail:nourin@vill.kijimadaira.lg.jp

農振青地に編入をご検討されている方
農振白地農地で補助事業などを活用して、

営農を開始、拡充したい方

農振青地から除外をご検討されている方
住宅・倉庫建設、太陽光パネルの設置など、

農地以外の活用を検討されている方

①国の補助事業の対象…
中山間直接支払制度、多面的機能支払制度、
基盤整備事業（農道、水路、ほ場整備等）

②税金の優遇制度…
農地売買時に税金の軽減措置が受けられます。

①農振青地の指定を受けている農地では、住宅
建築（宅地への転用）などは原則不可

※一定要件を満たす場合については、農振青地
から除外して宅地等にすることができます。
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農業振興地域
整備計画 の総合見直しが始まります！

総合見直しについて
・農業振興地域整備計画は、農業を振興すべき地域の指定と、その地域における農業的整備のための

施策を計画的に推進するために定めた計画です。その中でも優良な集団的農地について、農用地区
域（いわゆる農振青地）の指定をすることでその使用方法に制限を設け、優良農地を将来にわたっ
て守り、村の農業の安定的な進展を目指します。

・現在の農業振興地域整備計画は平成27年に改編し、約10年が経過しています。今回、全体的に農振
青地の見直しを行い、農業振興に関する村の基本構想、方針などを現況に即した計画に改編します。

R8.3.31〆切

農振申請はお早目に！
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